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大洲・喜多衛生事務組合 告示第 8 号 

 
次のとおり制限付一般競争入札（事後審査型）を執行するので、大洲市契約に関する規則

（平成 17 年 1 月 11 日 大洲市規則第 54 号）第 3 条の規定に準拠し公告する。 

 

令和 7 年 11 月 10 日 

大洲・喜多衛生事務組合 

組合長  二 宮  隆 久 

 

 

大洲・喜多衛生事務組合 業務委託 制限付一般競争入札( 事後審査型 )執行要領 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 業 務 番 号  大喜衛組第 28 号 

(2) 業務の名称  清流園 し尿処理施設 部分運転業務 

(3) 業 務 場 所  大洲市米津乙１番地の２ 

(4) 業 務 概 要  前処理設備 及び 汚泥脱水設備 の 運転管理 

(5) 業 務 期 間    令和 8 年１月１日から令和７年度末 

(6) 予 定 価 格    金２，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 入札方式について 

(1) 本案件は、紙入札方式により執行する。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

当該業務に係る入札参加資格として下記の条件を満たすことの審査を開札後に行う。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者。 

（地方自治法施行令において、普通地方公共団体を大洲・喜多衛生事務組合と読み替えることとする。） 

(2) 大洲市建設工事等入札参加資格停止措置要綱の規定により、入札参加資格停止等の処分を受けて

いない者。 

(3) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法（平

成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと（民事再生法の

規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除

く。）。 

(4) 下記の条件を満たす者。 

ア 日本国内に本店を有する者。 

イ 過去２年の間に同等の業務を数回以上にわたって契約締結し、これらを全て誠実に履行した

実績を有する者。 

(5) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がない者であること。 

（入札に参加しようとする者の間の資本関係又は人的関係に係る入札参加制限） 

 入札に参加しようとする他の者との間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がある場合、当該

関係がある者が行った入札は無効とする。 
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 ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第

２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社（以下「再生手続きが存続中

の会社」という。）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会

社（以下「更生会社」という。）である場合は除く。 

 ① 親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある

場合 

 ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

 イ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が、再生手続きが存

続中の会社又は更生会社である場合を除く。 

① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

② 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１

項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

４ 入札参加資格審査申請に関する事項 

(1) 共通事項 

この入札に参加を希望する者は、大洲市の様式に準拠した令和７・８年度一般競争（指名競争）

入札参加資格審査申請書を提出すること。 なお、 申請期間の末日までに提出しない者は、この

入札に参加することができない。 

 (2) 参加申請  

 ア 申請方法 

    紙媒体により必要書類の一式を持参すること。 

 イ 提出書類 

    上記（1）の書類 

 ウ 提出期間 

令和 7 年 11 月 10 日(月)から令和 7 年 11 月 14 日(金)までの午前 9 時から午後 5 時まで（正午

から午後 1 時までを除く）とする。ただし、大洲市の休日を定める条例（平成 17 年 1 月 11 日 大

洲市条例第 2 号。以下「条例」という。）第 1 条に規定する休日を除く。 

 エ 提出場所 

   愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2  大洲・喜多衛生事務組合 清流園 
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５ 入札参加資格の喪失に関する事項 

申請書等により入札参加資格を認められた者であっても、開札日までに入札参加資格を満たさなく

なったときは、当該業務に係る入札に参加することはできないものとする。 

 

６ 設計図書等の閲覧に関する事項 

当該業務に係る設計図書等は、下記の閲覧の方法によるものとする。 

  (1) 閲覧期間 

清流園での閲覧については、令和 7 年 11 月 10 日(月)から令和 7 年 11 月 14 日(金)までの

午前 9 時から午後 5 時までとする。ただし、条例第 1 条に規定する市の休日を除く。 

  (2) 閲覧場所 

   愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2 

   大洲・喜多衛生事務組合 清流園 または 清流園 公式ホームページ 

 

７ 設計図書等についての質問 

(1) 提出期間 

令和 7 年 11 月 10 日(月)から令和 7 年 11 月 13 日(木)までの午前 9 時から午後 5 時まで（正午

から午後 1 時までを除く）とする。ただし、条例第 1 条に規定する市の休日を除く。 

(2) 提出方法 

質疑応答書（様式第 1 号）を電子メールで送付し、必ず電話にて着信の確認を行うこと。 

(3) 提出場所 

  愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2 

  大洲・喜多衛生事務組合 清流園 

  電話 0893-26-0200 

(4) 回答方法 

随時、電子メールにて回答を行う。 

 

８ 入札書、業務費内訳書、及び 業務経歴書の提出 

(1) 共通事項 

ア 入札書には、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

イ 入札回数は 1 回とする。 

ウ 業務費内訳書 

入札書に記載された入札金額に対応する業務費内訳書を作成し、提出すること。様式は自由とする

が、記載内容については、直接原価（直接人件費・直接経費）、間接原価、一般管理費を明確に示す

こと。 業務費内訳書を提出しない者は、入札に参加できないものとする。第１落札候補者は、契約

締結前に設計書に対応した詳細な内訳書を提出すること。 

エ 業務経歴書 

過去 2 年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する業務経歴書を作成し、

提出すること。業務経歴書を提出しない者は、入札に参加できないものとする。 
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(2) 入札方式 

 ア 提出方法 

入札書と業務費内訳書をそれぞれ別々の封筒に入れ封印を行い持参すること。業務経歴書は

封筒に入れない状態で提出すること。代理人が入札に参加する場合は、委任状も提出すること。 

 イ 提出期間 

令和 7 年 11 月 14 日(金)の午前 9 時から令和 7 年 11 月 21 日(金)の正午まで（正午から午後 1 時

までを除く）とする。ただし、条例第 1 条に規定する市の休日を除く。 

 ウ 提出場所 

  愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2  大洲・喜多衛生事務組合 清流園 

 

9 開札 

(1) 日時 

令和 7 年 11 月 21 日(金) 午後 1 時 30 分から 

(2) 場所 

愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2  大洲・喜多衛生事務組合 清流園 管理棟 2 階 会議室 

 

10 契約事項を示す場所 

契約事項は、大洲・喜多衛生事務組合 清流園(大洲市米津乙 1 番地の 2 )で閲覧することができる。 

 

11 入札保証金 

 大洲市契約に関する規則（以下「規則」という。）第 11 条の規定に準拠して免除とする。 

 

12 入札の無効に関する事項 

地方自治法施行令第 167 条の 4 に定める入札参加資格のない者がした入札又は規則第 6 条に該当

する入札若しくは同規則に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格審査申請に基づき入札

参加を認められた者であっても、審査後、入札参加資格停止等の処分を受ける等、入札時点におい

て 3 に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。 

 

13 入札の中止 

入札参加者が 1 者に満たない場合は、入札を中止する。 

 

14 低入札価格調査制度 

地方自治法施行令 167 条の 10 第 1 項の規定による低入札価格調査制度は適用しない。 

 

15 契約保証金 

規則第 35 条の規定に準拠して免除とする。 

 

16 契約書作成の要否 

   要 
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17 異議の申立て 

入札を行った者は、入札後、規則、契約約款、設計図書、現場等についての不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

 

18 その他 

提出された申請書等は返却しない。 

 


